
新成人のみなさんおめでとうございます

20歳になったら国民年金

国民年金加入のご案内

下記でも検索してみてください。年金エッセイでは体験談がご覧になれます！

　大人の仲間入りをする皆さまに知っていただきたいことがあります。
　国民年金は年をとったときの老齢年金のほか、病気や事故で障害が残ったときの障害年金、家族の
働き手が亡くなったときに、遺族年金など働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕
組みだということです。

※20 歳の誕生日から 2 週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」「年金手帳」などが届かない
場合は、下記へお問い合わせください。

　お問合せの際は、基礎年金番号又はマイナンバー、住所・氏名・生年月日がわかるものを手元にご
準備ください。

①　20歳の誕生日からおおむね 2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」が届きます。
●日本年金機構から次の書類が送付されます。
　・国民年金加入のお知らせ　　　　　　　　・国民年金の加入と保険料のご案内（パンフレット）
　・国民年金保険料納付書　　　　　　　　　・学生納付特例申請書
　・国民年金保険料免除・納付猶予申請書　　・返信用封筒
●保険料の納付方法は選ぶことも可能です。
　（1）納付書〈金融機関・郵便局・ｺﾝﾋﾞﾆ等〉　　　（2）口座振替　　　（3）クレジット
　　保険料の割引が受けられる前納 (前払い ) 制度や付加保険料制度があります。
　　詳しくは名護年金事務所へお問い合わせください。
●大学、専門学校・・・学生納付特例制度の申請手続きができます。（所得制限・対象学校あり）
●保険料の納付が難しいとき・・納付猶予や免除制度の申請手続きができます （所得制限あり）
　　注意！　未納のままにせず、下記までご相談ください。免除・納付猶予（学生免除）は 10年以内

　であれば、後から追納することができます。

②　①とは別に「年金手帳」が届きます
　年金手帳は、保険料納付の確認や将来年金を受け取る際などに必要になりますので、大切に保管し
てください。

※会社などで、厚生年金に加入している方は除きます。

Ⓠ　誰が加入するの？
Ⓐ　日本に住む 20 歳以上 60
歳未満のすべての方に国
民年金への加入が法律で
義務付けられています。

Ⓠ　保険料はいくら？
Ⓐ　1 カ月当たりの保
険料は 16,610 円
です。（令和3年度）

Ⓠ　給付の種類は？
Ⓐ　公的年金制度には、老齢年金のほ
か、障害・死亡・に対する保障も
あるので若いうちに事故などに
あってもこれらの保障が受けられ
ます。

年   　金　　Q　　＆　　A

お問合わせ： 名護年金事務所　☎　0980-52-2522　②番→②番　村民課　年金係　☎ 966-1205

20 歳　国民年金 検索 年金　エッセイ 検索

検索年金　ポータル

企業版ふるさと納税を通じて寄付をいただいた企業様を紹介します。
○株式会社丸嘉（東京都中央区）30万円
○株式会社カルティブ（神奈川県横浜市）https://cultive.co.jp
事業名「中学生が主役！沖縄のサンゴの海を守りたい」プロジェクト
 （うんな中学校で特産品を活用した商品開発事業）

＊企業版ふるさと納税とは…

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェ
クトに対し企業が寄付を行った場合に、寄付額の約 6 割を法人関係税から税額控除できます。
通常の損益算入による軽減効果と合わせて最大で約 9割の税額控除が見込めます。 詳しくはこちら

お問い合わせ：企画課　☎９６６－１２０１

小・中学校入学説明会（オリエンテーション）の日程
　令和４年度に村内各小・中学校に入学する児童・生徒を対象に入学説明会を実施します。就学通知書・中学校
入学通知書をご持参のうえご出席ください。

学校名

安富祖小学校
☎967-8923

喜瀬武原小学校
☎967-8725

恩納小学校
☎966-2122

仲泊小学校
☎964-2231

山田小学校
☎964-2054

うんな中学校
☎970-8635

２月 10日（木）

２月 17日（木）

２月 ２日（水）

２月 18日（金）

２月 ９日（水）

２月 ２日（水）

受　付　午後３時１５分
説明会　午後３時 30分～午後４時 30分

受　付　午後２時 45分
説明会　午後３時～午後４時

受　付　午後３時４５分
説明会　午後４時～午後４時 45分

受　付　午後３時 45分
説明会　午後４時～午後４時 45分

受　付　午後３時 15分
説明会　午後３時 30分～午後４時 30分

受　付　午後２時
説明会　午後２時 30分～午後３時 30分

多目的教室

１年生教室

体育館

視聴覚室

２階多目的教室

体育館

期　日 時　間 場　所

お問い合わせ：学校教育課　☎９６６－１２０９

※予定ですので変更になる場合があります。変更があった場合は、村ホームページにてお知らせします。

　新型コロナウイルス感染症に関する事業者支援策として、村内に住所を有する個人事業者及び本社を有する

中小企業者等を対象に支援金を給付する事業を実施しています。受付は 1月 31日までとなっています。

支援対象者要件の詳細を役場ホームページでご確認の上、商工会へ申請してください。

お問い合わせ：商工観光課　商工係　☎９６６－１２８０

「村内事業者応援一時支援金」受付は今月末までです。
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